
流山市中小企業資金融資制度取扱金融機関 

NO. 銀 行 支 店 電 話 郵 便 番 号 住 所 

1 

千葉銀行 

流山支店 ７１５８－２５１１ 〒270-0164 流山市流山２－３１６－１ 

2 初石支店 ７１５３－２１１１ 〒270-0121 流山市西初石３－１４４７－１５ 

3 江戸川台支店 ７１５４－１４１１ 〒270-0115 流山市江戸川台西２－４－１ 

4 南流山支店 ７１５０－２４６１ 〒270-0163 流山市南流山１－８－１ 

5 南柏支店 ７１７３－６１１１ 〒277-0074 柏市今谷上町４５－１ 

6 流山おおたかの森支店 ７１９６－７２００ 〒270-0128 流山市おおたかの森西１－１４－１ 

7 

千葉興業銀行 

南流山支店 ７１５９－５７２１ 〒270-0163 流山市南流山１－８－５ 

8 豊四季支店 ７１４３－１１３１ 〒277-0863 柏市豊四季２００－２ 

9 おおたかの森支店 ７１５２－２５００ 〒270-0138 流山市おおたかの森東１－３－６ 

10 

京葉銀行 

江戸川台支店 ７１５２－３１５１ 〒270-0115 流山市江戸川台西１－２ 

11 初石支店 ７１５４－５３３１ 〒270-0114 流山市東初石３－９６－４３ 

12 流山支店 ７１５０－１５０１ 〒270-0157 流山市平和台４－３５－２ 

13 南柏支店 ７１４５－９１１１ 〒277-0855 柏市南柏１－１３－１７ 

14 流山おおたかの森支店 ７１５０－８６１１ 〒270-0128 流山市おおたかの森西１－３０－６ 

15 
東京ベイ信用金庫 

流山支店 ７１５９－３３１１ 〒270-0164 流山市流山１－２５７ 

16 江戸川台支店 ７１５４－３１１１ 〒270-0111 流山市江戸川台東２－２１ 

17 常陽銀行 柏支店 ７１６７－７１０１ 〒277-0005 柏市柏２－６－１０ 

 

利子補給制度について 

・市融資制度利用者を対象に返済期間中の利子の一部を補給しています。＊流山市税に滞納がないことが条件となります。 

・１月から１２月までの間に金融機関に支払った利子が対象です。 

・基本情報の変更（住所変更等）がありましたら、漏れなく取扱金融機関までご連絡下さい。 

 

 
 

■信用保証制度に関するご相談は・・・ 

千葉県信用保証協会松戸支店    ℡０４７－３６５－６０１０ 

〒271-0091 松戸市本町７-１０ちばぎんビル４階 
 

■千葉県の融資制度に関するご相談は・・・ 

千葉県商工労働部経営支援課金融支援室   ℡０４３－２２３－２７０７ 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１-１ 
 

■政府系金融機関の融資制度に関するご相談は・・・ 

日本政策金融公庫 国民生活事業 松戸支店  ℡０４７－３６７－１１９１ 

〒271-0091 松戸市本町７-１０ちばぎんビル５階 
 

■経営や開業に関するご相談は・・・ 

（財）千葉県産業振興センター 経営支援部総合相談課 ℡０４３－２９９－２９０７ 

〒261-7123 千葉市美浜区中瀬２-６-１ＷＢＧマリブイースト２３階 

 

令和７年４月１日現在 

 流山市中小企業資金融資制度のご案内  
 

この制度は、千葉県信用保証協会の信用保証と流山市内金融機関の協力のもと、市内の中小

企業者が経営上必要な事業資金を融資する制度です。 

■特色 

・利子補給制度により、借入の負担が軽減されます。 

・手続きにかかる手数料等はありません。 

■利用できる中小企業者（会社又は個人） 

・流山市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有し、１年以上同一事業を営んでいること。 

  ※一部、業歴１年未満の方、創業を予定される方が利用できる資金もあります。 

・流山市税を完納していること。 

・個人である中小企業者にあっては、現に流山市内に居住していること。 

・千葉県信用保証協会の保証対象業種であり、信用保証を受けられること。 

※融資資金により要件があります。 

※特定非営利活動法人も対象になりました。 

 

中小企業者の範囲 下記の資本金または従業員数のいずれか一方が該当する企業 

 

 

 

 

 

 

 

■申込から融資までの流れ    

① 取扱金融機関にて融資相談をしたうえで、申込必要書類（別紙参照）を提出いただきます。 

② 申請書類等は、金融機関を通じて流山商工会議所へ送付されます。  

③ 流山商工会議所にて書類の内容を確認と現地調査等（実態確認）を行います。  

④ 現地調査後、流山商工会議所から千葉県信用保証協会へ関係書類が送付されます。 

⑤ 千葉県信用保証協会にて審査を行います。 

⑥ 千葉県信用保証協会による信用保証が決定された後、流山市長による決定通知書が発行され、 

取扱金融機関にて手続きが進められて融資実行となります。 

 

■問合せ先 

流山商工会議所   ℡ 04-7158-6111 〒270-0164 流山市流山２-３１２ 

流山市商工振興課  ℡ 04-7150-6085 〒270-0192 流山市平和台１-１-１ 

業    種 資本金 従業員数 

製造業等（建設業・運送業・不動産業含む） 3 億円以下 300 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

サービス業（個人営業の医業を含む） 5,000 万円以下 100 人以下 

小売業 5,000 万円以下 50 人以下 

医療法人等 ――――――― 300 人以下 



流山市中小企業資金融資制度一覧（令和７年４月１日現在）

No 融資の種類 資金使途及び概要 融資要件 融資限度額 
（１中小企業者につき） 融資期間 

償還

方法 

融資 

利率 

利子 

補給率 

信用保証

料率 

保証人 

及び担保 

１ 事業資金 

運転資金 
原材料、商品の購入等

に要する資金 
・流山市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有し、１年以上同一事業を営んでいる法人

及び個人。 

・流山市税を完納していること。 

・個人である中小企業者にあっては、現に流山市内に居住していること。 
 ※事業実態が確認できない場合は、利用することができません（№2～6 の全てに共通）。 

2,000 万円以内 5 年以内 

割賦 

又は 

一括 

1 年以内 

年 

1.85％ 

 

 

1 年超 

3 年以内 

年 

2.20％ 

 

 

3 年超 

5 年以内 

年 

2.35％ 

 

 

5 年超 

10 年以内 

年 

2.65％ 

年 

1.5％ 

千葉県信用保

証協会が定め

る保証料率 

 

年 

0.45％～ 

2.20％ 

 

中小企業者の

経営状況に応

じて、保証協会

により決定 

保証人は 

原則不要 

 

 

担保は必

要に応じ

て設定 

設備資金 

市内の店舗､工場等の

新築及び増改築、各種

機械設備の購入等に

要する資金 

3,000 万円以内 10 年以内 

２ 

小口零細企業

資金 

 
※責任共有制度 

対象外資金 

運転資金 
原材料、商品の購入等

に要する資金 

・小規模企業者（中小企業信用保険法第 2 条第 2 項に掲げる者/常時使用する従業員が 

２０人以下（商業・サービス業にあっては 5 人以下））であること。 

・流山市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有し、１年以上同一事業を営んでいる法人

及び個人。 

・流山市税を完納していること。 

・個人である中小企業者にあっては、現に流山市内に居住していること。 

1,250 万円以内 
 

＊既存の保証協会の保証付

融資の残高がある場合

は、1,250 万円から当該

残高を減じて得た額を限

度額とする。 

5 年以内 

設備資金 

市内の店舗､工場等の

新築及び増改築、各種

機械設備の購入等に

要する資金 

10 年以内 

３ 
公害防止施設

資金 
設備資金 

公害の発生を防除す

るための機械・装置等

の設置・購入に要する

資金 

・流山市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有し、１年以上同一事業を営んでいる法人

及び個人。 

・流山市税を完納していること。 

・個人である中小企業者にあっては、現に流山市内に居住していること。 

3,000 万円以内 10 年以内 

年 

1.85％
～

2.65％ 

４ 

創業支援資金 

 
※責任共有制度 

対象外資金 

運転資金 

市内で新たに事業を

開始しようとする者、

又は創業後５年未満

の者が、事業のために

要する資金 

〔共通事項〕 
・流山市税を完納していること。 

・流山市内で事業を営むこと。 

〔個人に関する共通事項〕 
・現に流山市内に居住していること。 

〔新たに設立する会社に関する共通事項〕 

・流山市内に本店登記をすること。 
 
＊個人が会社を設立し事業を開始する場合 

・過去に事業経験がなく流山市内で事業を開始する具体的な計画を有していること。 

・新たな会社を設立しようとする者が、現に流山市内に居住していること。 
 
＊個人が事業開始後５年未満の間に会社を設立し､事業を当該会社に譲渡する場合 

・個人事業主として行っている事業を新たに設立する会社に譲渡して、会社が行って 

いく具体的な計画を有していること。 
 
＊事業を営んでいない者が創業後（会社設立後）５年未満の場合 

・創業者として当該会社を設立した者が、現に市内に居住していること。 

1,000 万円以内 
 

＊特定創業支援等事業によ

る支援を受けている場合

は、1,500 万円を限度額

とする。 

5 年以内 

年 

1.85％ 

～

2.65％ 

設備資金 7 年以内 

５ 事業転換資金 
運転資金 

経営環境の変化に対

応して、業種転換、品

種転換等を行うため

に要する資金 

「１．事業資金」に準ずる。 2,000 万円以内 
5 年以内 年 

1.5％ 
設備資金 7 年以内 

６ 
新規大型店舗

対策資金 

運転資金 

大型店舗の進出によ

り特に影響を受け、経

営に支障をきたして

いる中小企業者がそ

の経営を合理化し、若

しくは近代化し、又は

当該大型店舗に入店

するために要する資

金 

・市内に店舗面積（倉庫、事務所、通路その他の共有又は共用の部分を除く。以下同じ。） 

３００㎡未満の店舗を有し、１年６月以上同一の事業を営んでいること。 

・流山市税を完納していること。 

・個人である中小企業者にあっては、現に流山市内に居住していること。 

・進出した大型店舗の開店の日又は既存大型店舗において取扱商品の変更があった日か 

ら６月間の月平均売上高が前年同期比で、１０％以上減少していること又は減少する 

おそれがあること。 

・大型店へ入店しようとする場合にあっては、当該大型店舗が市内に存すること及び入 

店しようとする店舗面積が２００㎡以下であること。 

2,000 万円以内 

5 年以内 

年 

1.85％ 

設備資金 7 年以内 

※据置期間は６月以内 

＜信用保証協会の特別小口保証制度＞ 

事業資金の要件を備える個人の小規模企業者{中小企業信用保険法第２条第２項に掲げる者で、一般的には常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービス業にあっては５人以下）}で、直近の市県民税について所得割課税されており、且つ納期限

内完納し、期限内申告している場合は、保証協会の「特別小口保証制度」を利用することができます。ただし、小口零細企業資金、創業支援資金での利用はできません。 

この場合の限度額は、１，２５０万円以内で、融資期間、返済方法、融資利率、利子補給率は上記の各資金と同じで、信用保証料は年１．００％となります。連帯保証人及び担保は、原則不要です。 


